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AITUCサポーターズ倶楽部の概要

ＡＩＴＵＣサポーターズ倶楽部とは、

①ＡＩＴＵＣ活動組織の一組織として設置し、ＡＩＴＵＣ会員の事業を、直接的/間接的に
支援するメンバーズ倶楽部

②主な支援内容
・経営戦略/事業戦略等のアドバイザリー業務
・販売戦略アドバリー、および顧客開拓/営業支援等の具体的サポート
・事業体制強化アドバイザリー、および人材確保/調達等の具体的サポート
等々

③ＡＩＴＵＣサポーターズ倶楽部の体制
主査：当面はAＩＴＵＣ理事長が兼務
事務局：AITUC事務局が担当
メンバー：ⅰ）従来のダイバーシティメンバーおよびＡＩＴＵＣ各種会員、役員から有志を登録

ⅱ）新たに一般から、「主な支援内容」への有能者を募集し登録

④倶楽部メンバーへの入会資格
ⅰ）AITUCサポーターズ倶楽部登録票（得意内容とそれらに対する経歴等を記載）を提出し、
主査との面談＆協議の上、登録合意承諾した者

ⅱ）入会料は無料

⑤登録票情報は、ＡＩＴＵＣホームページ（会員専用ページ）に掲載します（個人情報はマスキング）。

（背景と目的） ＩＴ業界は、ＤＸ促進、コロナ禍でのリモートワーク化等々により、ユーザ企業のＩＴ対応体制の変革により、ＳＩ/ＳＥＳ事業会社に
於いては、事業展開方法の大きな分岐点にあります。特に中小ＩＴ企業ではアライアンスやコラボレーションの必要性が大きくなる。
特に、経営や事業戦略、営業戦略と実践体制等の強化が必須となり、それらの支援強化を図るために開設するものです。



⑥サポーターズ倶楽部メンバーへの業務依頼方法
ⅰ）基本ルール（有料会員は無償で依頼可）*有料会員＝賛助会員、一般会員

ＡＩＴＵＣ会員はサポーターズ倶楽部事務局へ依頼内容等適任者の紹介を依頼する。
事務局は以下の役割を担当する。

・需要に対応出来るサポーター人材の調達
・依頼主、依頼内容の把握等、トラブルの防止
・ＡＩＴＵＣ会員以外のサポーター要望の収集
・各種の相談、適任者の紹介 等

ⅱ）費用負担
AITUCの有料会員（一般会員、賛助会員）は、
サポーターズ倶楽部メンバーと直接契約（契約内容/条件は当事者間協議）が出来るものとする。
※但し、トラブル防止の観点から
イ）サポーターズ倶楽部メンバーは、当該契約先等の情報を事務局へ報告するものとする。
ロ）AITUCの有料会員であっても、「事務局を介して契約も可能」とする。

※事務局が介在して契約の場合は、一般的な顧問等の業務委託契約になります。

⑦ＡＩＴＵＣ会員以外等へのサポート

・ＡＩＴＵＣ事務局は、ＡＩＴＵＣ有料会員以外（一般企業等を含む）のサポートニーズも積極的に
ウオッチし、サポーターズ倶楽部メンバーに業務依頼（顧問業務依頼等）するよう心掛ける。

（会員各位が、一般企業等での顧問ニーズをキャッチした場合は、ＡＩＴＵＣ事務局へご一報ください）

AITUC会員
及び一般企業等

サポーターズ倶楽部
又はＡＩＴＵＣ事務局

サポート依頼

適任者紹介

注）「サポーターズ倶楽部」開設に伴い、従来の「仁尽倶楽部」及び「ダイバーシティ・メンバー」は、
「サポーターズ倶楽部に整理統合」するため廃止します。



実際の登録票は
EXCELで提供
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